
募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
特
別
徴
収
開

始
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

平
成
29
年
度
の
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
へ
、

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
９
月
８

日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。
こ
の
通
知

書
に
は
平
成
29
年
10
月
か
ら
平
成

30
年
８
月
ま
で
の
保
険
料
を
記
載

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
を
納
付
書
・
口

座
振
替
に
て
納
付
さ
れ
る
方
へ
の

お
知
ら
せ
は
７
月
に
送
付
済
み
で

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）８
８
９
１

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
窓

口
交
付
に
つ
い
て

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
を
発
送
（
郵
送
）
す
る
9
月

下
旬
に
、
仕
事
や
旅
行
等
で
長
期

不
在
に
な
る
場
合
な
ど
は
、
事
前

に
お
申
し
込
み
を
い
た
だ
け
れ
ば

郵
送
で
は
な
く
直
接
市
民
課
保
険

年
金
グ
ル
ー
プ
に
て
交
付
し
ま
す
。

（
世
帯
全
員
分
の
対
応
と
な
り
ま

す
。
個
人
分
の
み
交
付
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。）

　

窓
口
で
の
受
け
取
り
を
ご
希
望

の
方
は
、
次
の
と
お
り
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切

　

9
月
13
日
㈬

■
交
付
期
間

　

9
月
25
日
㈪
～

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
8

時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
）

■
交
付
場
所

　

市
民
課
（
南
河
内
窓
口
及
び
石

橋
窓
口
で
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。）

※
保
険
証
受
け
取
り
の
際
は
、
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
免
許
証

等
）
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課

　

☎（
32
）８
８
９
５

国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
を
発
送
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は

10
月
1
日
更
新
と
な
り
ま
す
。

　

9
月
下
旬
に
、
新
し
い
被
保
険

者
証
を
世
帯
主
の
方
に
送
付
（
郵

送
）
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
30
年
8
月
か
ら
被

保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一

体
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
平
成
30
年
7

月
31
日
と
な
り
ま
す
。

臓
器
提
供
意
思
表
示
に
つ
い
て

　

平
成
22
年
10
月
か
ら
臓
器
移
植

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
被
保
険
者
証
の
様
式
裏
面
へ

臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
表
示
欄

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
の
記

入
は
任
意
で
す
が
、
記
入
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、「
個
人
情
報
保
護

シ
ー
ル
」
を
貼
っ
て
ご
使
用
く
だ

さ
い
。
保
護
シ
ー
ル
を
貼
っ
た
後

に
、
内
容
を
訂
正
す
る
場
合
は
、

シ
ー
ル
を
は
が
し
て
、
二
重
線
を

引
く
な
ど
で
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
新
し
い
保
護
シ
ー
ル
は
市
民

課
に
て
交
付
し
て
お
り
ま
す
。）

下
野
市
自
然
に
親
し
む
会

 

児
山
城
址
守
り
隊

　

栃
木
県
で
は
、「
と
ち
ぎ
の
元

気
な
森
づ
く
り
県
民
税
」
を
導
入

し
て
い
ま
す
。
県
民
の
皆
様
か
ら

年
間
７
０
０
円
ご
負
担
い
た
だ
き
、

荒
廃
し
た
森
林
の
整
備
や
木
を
使

う
こ
と
の
大
切
さ
の
普
及
啓
発
な

ど
、
大
切
な
森
林
を
次
の
世
代
へ

引
き
継
ぐ
た
め
に
活
用
し
て
い
ま

す
。

　

市
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
県
民

税
を
活
用
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
「
下
野
市
自
然
に
親
し
む
会
」

が
薬
師
寺
地
内
の
平
地
林
の
整
備
、

さ
ら
に
「
児
山
城
址
守
り
隊
」
が

下
古
山
の
児
山
城
址
に
隣
接
す
る

平
地
林
の
整
備
を
行
っ
て
お
り
、

自
然
と
ふ
れ
あ
う
環
境
教
育
の
場

と
し
て
の
活
用
を
目
指
し
た
活
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
活
用
し
た
い
団
体

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

■
問
い
合
わ
せ
先

　

農
政
課
☎（
32
）８
９
０
６

「
と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ
く
り
県
民
税
」
を
活
用

し
た
里
山
林
整
備
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
！
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